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「男の料理教室」開催
㉄　花みずき会　会長　稲田　☎ 62-3702

　町内在住または町内に勤務されている 60歳以上
の男性の参加をお待ちしています。
⃝日　時：６月 21日㈰９時 30分～
⃝場　所：勤労青少年ホーム
⃝対　象：町内の 60歳以上の男性
⃝会　費：500円
⃝持参物：エプロン、バンダナまたは三角巾
⃝その他：新型コロナウイルス感染症対策として、
参加人数を 10人程度に制限させていただきます。

　４月に実施された町内産の自家消費食品放射能検査
の結果は、右表のとおりです。国の暫定基準値 100
ベクレル /㎏を超える数値が検出された食品は、０件
でした。また、井戸水の検査実施はありませんでした。
　なお、検査に出される際には、正確な判定を行う
ため、食材 500グラム以上が必要となります。付い
た土（泥）などを洗い流し、食べられない部分はで
きるだけ取り除いた水分などを含んでいない調理前
の材料をご持参ください。

◎自家消費野菜等食品放射能測定結果について
※材料の量や状態などで正確な判定ができない場合
や町外産の食材を持参された場合は、参考測定扱い
としての結果報告となりますのでご承知願います。

◦問い合わせ先　簡易放射能測定センター
　　　　　　　（勤労青少年ホーム内）☎ 62－2444

食品名 件数 検出件数 食品名 件数 検出件数
きゅうり １ 0 ふき １ ０
葉玉ねぎ １ ０ 合計 ３ 0

令和２年度子宮頸がん検診（施設）の
郡山市内等の医療機関について　

　今年度の女性がん検診実施について、対象者の方へ個別通知及び広報かがみいし５月号によりお知らせした
ところですが、新型コロナウイルス感染予防のため、実施内容の一部に変更がありますので、以下の内容につ
いてよくお読みいただき、受診していただくようお願いいたします。
⃝郡山市、白河市、矢吹町内の医療機関で実施する子宮頸がん検診の実施期間について
　６月の検診は中止となり、郡山市内が７月 20日㈪から、白河市内・矢吹町内が７月１日㈬からの実施とな
りました。それに伴い、郡山市内の受診予約開始が６月 20日㈯以降に変更となりますのでご注意ください。
なお、乳がん検診については先にお知らせした内容に変更はありませんので、６月からの検診が可能です。
⃝郡山市内の実施医療機関の追加について
　先にお知らせした医療機関に「古川産婦人科」が追加されました。
⃝須賀川市内の医療機関で実施する子宮頸がん検診について
　先にお知らせした内容に変更はありません。５月 11日から予約を開始しており、６月からの検診が可能で
すので、希望する医療機関へ直接お申込みください。

保健師だより あなたの健康支えます !!

＜郡山市内の子宮頸がん検診受託医療機関＞

医療機関名 住　　所 電話番号
1 あべウイメンズクリニック 郡山市富久山町久保田字伊賀河原６-1 024-923-4188
2 熱海総合病院 郡山市熱海町熱海５丁目 240 024-984-0088
3 太田西ノ内病院 郡山市西ノ内２丁目５-20 024-925-1188
4 岡崎産婦人科 郡山市安積２丁目 335 024-945-8080
5 小野レディースクリニック 郡山市安積町長久保３丁目 10-3 024-937-3755
6 桜井産婦人科医院 郡山市虎丸町 23-18 024-932-1637
7 寿泉堂クリニック 郡山市駅前１丁目５- ７ 024-939-4616
8 総合南東北病院 郡山市八山田７丁目 115 024-934-5322
9 たなかレディースクリニック 郡山市御前南５丁目 28 024-952-7234
10 塚原産婦人科・内科・外科医院 郡山市桑野２丁目 34-12 024-922-5789
11 坪井病院 郡山市安積町長久保１丁目 10-13 024-946-0808
12 トータルヘルスクリニック 郡山市山崎 171 024-927-0305
13 ひさこファミリークリニック 郡山市中ノ目１丁目 26-2 024-952-4415
14 美術館通りクリニック 郡山市字下舘野 23-4 024-956-0303
15 古川産婦人科 郡山市本町 2-10-11 024-922-1155
16 星総合病院 郡山市向河原町 159-1 024-983-5511
17 ロマリンダクリニック 郡山市駅前２丁目 11- １ 024-924-1161

　⃝問い合わせ先　健康環境課　保健師　☎ 62-2115

♥♥
くらしの情報
information

献血にご協力ください
㉄　福祉こども課　☎ 62-2210

　県内では、輸血に必要な血液が慢性的に不足して
おり、献血によって、できるだけ多くの血液を確保
する必要があります。町では、次のとおり献血を行
いますので、町民の皆様のご協力をお願いします。
⃝日時・場所
　６月 14日㈰ 11時 30分～ 16時
　イオンスーパーセンター鏡石店
⃝献血できる方
　下記の採血基準表のとおりです。当日の問診の内
容によっては、献血をご遠慮いただく場合がありま
す。また、高血圧・花粉症等で服薬している場合で
も当日の体調と、医師の診察により献血ができる場
合もありますので、お問い合わせください。
⃝備考
　複数の献血者の血液をあわせて１人の患者さんに
輸血すると、副作用の可能性が高くなることから、
400ml 献血へのご協力をお願いいたします。本人
確認のため、身分証明書（運転免許証、保険証等）
の提示をお願いすることがあります。

＜採血基準表＞

児童手当の現況届について
㉄　福祉こども課　☎ 62-2210

　現在、児童手当を受給している方は、６月末日ま
でに現況届の提出が必要となります。
　現況届は、受給者等の毎年６月１日現在の状況を
把握し、６月以降の児童手当を引き続き受ける要件
（児童の監護、生計同一関係等）を満たしているか
どうかを確認するための大切な届出です。提出がな
い場合、６月以降の手当てが受けられなくなります
のでご注意ください。
　なお、対象者には現況届の用紙を送付いたします
ので、必要事項を記入の上、６月 30日㈫までに福
祉こども課（町勤労青少年ホーム内）に提出してく
ださい。全血献血

400ml 200ml

年齢
男性　17歳～ 69歳
女性　18歳～ 69歳

16歳～ 19歳

体重 男女とも 50kg 以上
男性　45kg 以上
女性　40kg 以上

間隔
前回献血時より男性
は 12週間後、女性は
16週間後の同じ曜日

前回献血時より男女と
も４週間後の同じ曜日

　※ 65歳以上の方の献血は、60歳～ 64歳の間に
献血経験がある方に限ります。

種類

項目

不動産取得税についてのお知らせ
㉄　福島県県中地方振興局県税部
　　☎ 024-935-1254
　　県庁税務課　☎ 024-521-7068

⃝不動産取得税とは
　売買・贈与などで不動産を取得したとき、または
新築・増築したときに、登記の有無に関わらず取得
ごとに一度だけ課税されます。ただし、相続により
取得したときには課税されません。
⃝納める税額
　取得したときの不動産の固定資産評価額の３％
　（住宅以外の家屋は４％）
　※宅地の取得に対する特例…宅地評価土地を令和
３年３月 31日までに取得した場合は、当該土地の
価格を２分の１とする特例あり
　なお、住宅や住宅用土地の取得については、一定
の要件を満たしている場合に軽減措置が適用されま
すが、軽減申請の手続きを行うことが必要です。
⃝三世代同居・近居住宅を取得する方へ
　子育て支援策の一環として、三世代以上の方が県
内で同居または近居する住宅を平成 29年４月１日
から令和７年３月 31日までに取得した場合、その
住宅に係る不動産取得税の一部を申請により軽減い
たします。


